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＊朝日新聞出版「大学ランキング」を用いたデータについては、データの調査年と出版年が異なっていますが、 

出典に準じています。 

＊本冊子 2026 年 3 月版の数値が異なっておりましたので、4 月版で２ページ目を、6 月版で 17 ページ目を訂正

いたしました。 



は じ め に    

－ 私立大学の比重と存在意義 － 

 

 

私学高等教育研究所では私立大学に重点を置いた高等教育の諸課題に関する調査研究を

実施しています。日本の高等教育の中で大きな比重を占めている私立大学の役割と課題を

認識するために、幾つかの指標を取り上げて、その特徴をグラフや表を添付して分かり易く

説明した冊子を「私立大学ファクトブック 2026」としてまとめました。 

 

本資料は、一般に公表されている各種の情報資料を、当研究所の職員と研究協力者の協

力により整理して、それぞれに簡潔なコメントをつけたものです。これらによって、私立大

学が果たしている社会的な存在意義を認識していただければ幸いです。 

第一部では、私立大学の現状と国公私の比較を主として、学校数、入学定員充足状況、

補助金、施設の耐震状況、国際交流、就職状況等をピックアップしています。第二部では、

職業分野ごとの人材供給について私立大学卒業生が占める国家試験等の合格者数等の割合

に注目してまとめました。また、第三部として昨秋「私立大学の財務・財政に関する研究プ

ロジェクト」が実施した「奨学金等に関する現況調査」の抜粋を掲載いたしました。 

 

少子化の進行と首都圏への人口集中により、私立大学は厳しい状況に置かれていますが、

私立大学の存在が日本の社会の発展に不可欠な役割を有していることを認識していただく

とともに、一層の充実に向けたご支援を賜わりますようにお願申し上げます。 

なお、本資料中でご意見や誤り等があれば、遠慮なく研究所までご連絡ください。 

 

 2026年 3月 

              

                日本私立大学協会附置 私学高等教育研究所 

                主幹 西井 泰彦 
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Ⅱ 私立大学の職業分野ごとの採用状況

○データの区分

データは、各省庁が公表している国家試験の結果や各種出版物の就職情報などを使用し

た。ここでは、23 の職業を 8 種に分類し、その職業の採用者数や国家試験の合格者数につ

いて国立大学、公立大学、私立大学別にグラフなどを用いてわかりやすく示している。職

業と分類は次表のとおりである。 

分類 職業等 分類 職業等 

[1] 1 法務 司法試験 [5] 14 栄養 管理栄養士 

[2] 2 財務 公認会計士 [6] 15 社会 

福祉 

社会福祉士 

[3] 3

教員 

保育士 16 精神保健福祉士 

4 幼稚園教員 [7] 17

医療 

医師 

5 小学校教員 18 歯科医師 

6 中学校教員 19 薬剤師 

7 高等学校教員 20 看護師 

8 特別支援学校教員 21 保健師 

[4] 9

公務員 

警察官 [8] 22
技術 

一級建築士 

10 消防官 23 技術士 

11 自衛官 

12 国家公務員総合職 

13 外務省専門職 

○私立大学の役割

以上のデータから、特に次のことが指摘できる。

日本社会の専門職業人の養成においては、私立大学出身者が大半を占めている業界が多

く、私立大学の比重が非常に大きい。 

特に、教育分野で顕著で幼稚園教員や保育士などの分野に人材を多く輩出している。 

また、医療保健分野の人材は私立大学出身者が多く、私立大学は積極的に社会の要請に

応じている。 

この冊子で示されているように、私立大学が育成した人材が様々な分野で活躍し、日本

社会の発展に寄与している。 

注：短期大学・専門学校を除いた割合である。 
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Ⅲ 私立大学の学納金・奨学金 

  ～「奨学金等に関する現況調査」から～ 
 

 2020 年度に開始した修学支援新制度（以下、新制度）は理工系や多子世帯に拡充され、機関要件・学

業要件も変更がなされるなど、改正が続いている。新制度は類を見ない大規模な奨学金制度であり、画期

的な試みであるが、政治的な動きの中で急に決定したため、教育政策としては不備が見られる。大学の担

当者からは学生の現状から個別の申請業務にいたるまで、数多くの改善要望が上がっている。 

 本研究所では「私立大学の財務・財政に関する研究プロジェクト」（プロジェクトリーダー 浦田 広朗

桜美林大学大学院教授）を立ち上げ、2022 年、2025 年と「奨学金等に関する現況調査」を継続して実

施し、新制度が学生、大学、社会にとってより良い制度となる方策を探求した。ご多忙の中、調査にご

協力いただいた大学の皆様に感謝申し上げる。 

 ここでは、2025 年度の同調査の抜粋を掲載する。分析の詳細は、本研究所ＨＰ掲載の叢書「高等教育

の修学支援新制度と私立大学 2025」（3 月末刊行予定）をご覧いただきたい。 

 

１．学納金の改定予定 

 学納金の改定予定は、2022 年の調査では「検討している」「予定している」を合わせて回答校 400 校中

88 校 22.0％であったところ、本調査では回答校 363 校中 170 校 46.8％であり、大きく増加している。 

 改定予定年は、2026 年度が最も多い（表１）。改定内容（表２）を見ると、授業料について増加と答え

たのは、文系で 88 校 97.8％であり 2022 年の調査の 33 校 55.9％から大きく増加している。理系も 35 校

97.2％で、2022 年の 19 校 67.9％から増加している。入学金は値下げし授業料は値上げする傾向がある。

入学金については最高裁で決定が出ているものの文部科学省からその扱いについて通知があったことも

あり注目されている。 

 

表１ 学納金の改定予定 

 
 

表２ 学納金の改定予定の内容（学部別） 
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図１ 学納金の改定予定                              図２ 学納金の改定予定の内容（全学部計） 

２．新制度の対象者数 

 2024 年度から新制度の対象は理工系・多子世帯に拡大された。さらに 2025 年度は多子世帯の所得要

件が撤廃され、対象者が急増している。2025 年度の年間の新制度の対象者数は、回答大学の学生の 11.4％

を占めている。学生数が０～999 人の大学では 16.3％にまで達している（図・表１）。 

 支援対象者の拡充は望ましいものの、多子世帯では所得要件が係らないことには疑問が残る。本来、新

制度は、経済的に困窮する家庭の学生を支援する制度であるため、政府には中間所得層の世帯への拡充を

進めてほしい。 

 従来の日本学生支援機構（以下、JASSO）の奨学金においても大学での申請業務の不合理性や急な制度

変更の通知など、改善点が指摘されてきたが、新制度も同様である。所得や多子の要件が複雑なこと、学

業要件の認識が十分でないことなど、学生及び家庭の新制度への理解が十分でないケースが発生してお

り、その不満は文部科学省や JASSO ではなく大学に向けられ、これらの対応と過剰な業務負担により本

来の学生支援業務に支障をきたしているとともに、大学の担当者も疲弊している。新制度の対象者は増加

しており、もはや一部の学生向けの事業とは言えない。早急な制度の改善が望まれる。 

 

図・表１ 2023～2025 年度の更新確認申請書（別紙）の対象学生数 

 

合計人数 ％ 合計人数 ％ 合計人数 ％

0-999人 学生総数

年間の 支援対象者 9,053 14.5% 9,313 13.9% 10,674 16.2% 16.2%

家計急変 46 0.1% 44 0.1% 45 0.1% 0.1%

年間合計 9,099 14.6% 9,357 14.0% 10,719 16.3% 16.3%

1,000 学生総数

-1,999人 年間の 支援対象者 14,554 11.7% 15,241 13.0% 17,519 13.3% 13.3%

家計急変 248 0.2% 71 0.1% 89 0.1% 0.1%

年間合計 14,802 11.9% 15,312 13.1% 17,608 13.4% 13.4%

2,000 学生総数

-3,999人 年間の 支援対象者 22,604 11.3% 22,339 11.9% 23,112 13.5% 13.5%

家計急変 374 0.2% 864 0.5% 140 0.1% 0.1%

年間合計 22,978 11.5% 23,203 12.4% 23,252 13.5% 13.5%

4,000 学生総数

-7,999人 年間の 支援対象者 28,119 9.7% 27,948 10.1% 27,849 11.6% 11.6%

家計急変 895 0.3% 1,349 0.5% 274 0.1% 0.1%

年間合計 29,014 10.0% 29,297 10.6% 28,123 11.7% 11.7%

8,000人- 学生総数 492,760人 391,338人 435,843人

年間の 支援対象者 36,773 7.5% 35,234 9.0% 38,686 8.9% 8.9%

家計急変 610 0.1% 310 0.1% 347 0.1% 0.1%

年間合計 37,383 7.6% 35,544 9.1% 39,033 9.0% 9.0%

全体 学生総数

年間の 支援対象者 111,103 9.5% 110,075 10.6% 117,840 11.3% 11.3%

家計急変 2,173 0.2% 2,638 0.3% 895 0.1% 0.1%

年間合計 113,276 9.7% 112,713 10.8% 118,735 11.4% 11.4%

289,887人 277,121人 239,769人

1,168,294人 1,039,742人 1,044,533人

2023 2024 2025

62,265人 66,767人 65,913人

124,015人 117,210人 131,300人

199,367人 187,306人 171,708人
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３．奨学金制度の充実のために 

本調査には回答校から多くの意見が寄せられた。挙げられた主な課題は以下である。 

（1）国による個人補助であるにも関わらず奨学金の申請への大学の負担が過大である。

（2）申請書類が複雑かつ膨大であり、事務担当者、学生・保護者ともに混乱を生じている。

(3) 学生及び家庭に学業要件や多子世帯の条件への理解が十分ではなく、大学の責任とされている。

（4）学業要件の厳格化が制度趣旨及び学生の実態と乖離しており、特に GPA 基準は学生本人の努力と

関連がなく適切でない。

 奨学金制度は学生への個人補助であることから、申請業務は国が学生と直接行うべきである。大学が関

与するならば、学生の成績の部分のみである。また新制度の問合せ先について、文部科学省、JASSO 共

に各大学へと誘導している面があるが、国の制度であるため国の機関が対応すべきである。 

奨学金制度に関する現場からの改善要望は様々な形で国に寄せられているが十分な変更にいたってい

ない。一部で、奨学金により大学の財務が潤うのだから大学が奨学金業務に携わるのは当然との意見があ

り、このことが大学の業務負担への配慮が見られない理由と考えられる。奨学金により学納金の納付者が

個人から国になるだけで、大学にとっては増収になるわけではない。国の業務の肩代わりを大学が行って

いるのだから、大学の業務負担に間接経費の補助を出すのが筋だ。 

 申請業務は複雑で、かつ、重複や不要と見られることも散見される。学業要件の厳格化が学生の実態と

乖離していることもある。DX 化の促進、正確な広報活動など、国は早急な制度改善を進め、学生、保護

者、社会、大学にとって公正で明解な奨学金制度の再構築が望まれる。 
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